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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】枠制御基板が持コイン数からベット数の減算、
入賞による獲得コイン数の加算処理を行う遊技機を提供
する。
【解決手段】ユニット表示装置５７を操作して持コイン
数が持コイン数表示装置５１に表示されれば、遊技者は
枠制御装置５０に接続されたベットボタン７を操作する
ことが可能となる。ベットボタン７の操作が受け付けら
れれば、操作されたベットボタン７に対応するベット数
が持コイン数から減算される。ベットボタン７が操作さ
れると、枠制御装置５０はベット数を知らせる信号を主
制御装置４０に送信する。ベット数を受信すると、主制
御装置４０はベット数表示装置４３にベット数を表示し
、主制御装置４０は始動レバー８の操作を受け付け可能
とする。始動レバー８が操作されたことに起因した遊技
の結果は、枠制御装置５０に送信される。遊技の結果を
受信した枠制御装置５０は、遊技の結果に応じて持コイ
ン数を加算処理する。
【選択図】図１２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　カードユニットから入力される遊技価値を持コイン数として記憶する枠制御基板と、遊
技の進行を制御する主制御基板と、を備え、前記枠制御基板と前記主制御基板とを双方向
通信可能に接続し、前記主制御基板に始動レバー（スイッチ）と回胴停止ボタン（スイッ
チ）とを接続し、前記枠制御基板にベットスイッチを接続した回胴式遊技機であって、
　前記枠制御基板には、前記ベットスイッチの操作に応じてベット数を前記持コイン数か
ら減算し、前記主制御基板から受信する入賞に応じたコイン数を前記持コイン数に加算す
る持コイン数加減算手段と、
　前記主制御基板には、前記ベットスイッチの操作に関するデータを前記枠制御基板から
受信すると前記始動レバーの操作を可能とし、始動レバーの操作に起因して抽選を行う抽
選手段と、該抽選手段による抽選結果を前記枠制御基板に送信する抽選結果送信手段と、
　更に、前記主制御基板には、前記双方向通信に拘わらず、前記枠制御基板から送信され
るデータを受信しない受信禁止期間と、
　を備えたことを特徴とする回胴式遊技機。
【請求項２】
　カードユニットから入力される遊技価値を持コイン数として記憶する枠制御基板と、遊
技の進行を制御する主制御基板と、を備え、前記枠制御基板と前記主制御基板とを双方向
通信可能に接続し、前記主制御基板に始動レバー（スイッチ）と回胴停止ボタン（スイッ
チ）とベットスイッチとを接続した回胴式遊技機であって、
　前記枠制御基板には、前記主制御基板から受信する前記ベットスイッチの操作に応じた
ベット数を前記持コイン数から減算し、前記主制御基板から受信する入賞に応じたコイン
数を前記持コイン数に加算する持コイン数加減算手段と、
　前記主制御基板には、前記ベットスイッチが操作されると前記始動レバーの操作を可能
とし、始動レバーの操作に起因して抽選を行う抽選手段と、該抽選手段による抽選結果を
前記枠制御基板に送信する抽選結果送信手段と、
　更に、前記主制御基板には、前記双方向通信に拘わらず、前記枠制御基板から送信され
るデータを受信しない受信禁止期間と、
　を備えたことを特徴とする回胴式遊技機。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の回胴を有する回胴式遊技機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、機台の内部に所定個数の遊技球を封入して、該遊技球を循環させることにより遊
技を行う、所謂封入式の弾球式遊技機が知られている（例えば、特許文献１参照）。かか
る構成は、封入した遊技球を遊技領域へ発射し、該遊技領域を介して該遊技球を回収して
、回収した遊技球を再び発射することによって、所定個数の遊技球を循環させるものであ
り、遊技者が、貸球や賞球として遊技球を直に入手することが無く、該遊技球が払い出さ
れる上皿や下皿を備えていない。そして、機台に接続されたカードユニットに、遊技者の
所有する遊技価値（残高や持ち球数など）を記憶したＩＣカードを挿入し、該ＩＣカード
と該遊技価値のデータをやり取りすることで、遊技を行うことができるようになっている
。
【０００３】
　ここで、一般的な弾球遊技機は、遊技領域に設けられた入賞口や始動口への遊技球の入
球を検知し、該検知に従って遊技を進行させる主制御装置と、該主制御装置からの信号に
従って賞球の払い出し作動を制御する枠制御装置（又は、払出制御装置）とを備えている
。こうした構成では、枠制御装置がＩＣカードを挿入するカードユニット（以下、ＣＲユ
ニットと適宜いう）とデータや信号を送受信可能となっている。
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【０００４】
　このようなカードユニットを使用した遊技機は、弾球式遊技機のみならず、回胴式遊技
機においても適用しうる。具体的には、主制御装置にベットボタン、始動レバー、及び停
止ボタンが接続され、枠制御装置にカードユニットを接続することが考えられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１７－５１６４７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、回胴式遊技機は弾球遊技機と構造が相違することから、カードユニット
から入力されるＩＣカードの遊技価値のデータ（以下、「持コイン数」と適宜言う。）を
どのように扱うかが問題となる。尚、持コイン数とは、遊技の用に供することができる規
則上の遊技メダルの数をデータとして表したものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題に鑑みてなされた請求項１に記載の回胴式遊技機は、
　カードユニットから入力される遊技価値を持コイン数として記憶する枠制御基板と、遊
技の進行を制御する主制御基板と、を備え、前記枠制御基板と前記主制御基板とを双方向
通信可能に接続し、前記主制御基板に始動レバー（スイッチ）と回胴停止ボタン（スイッ
チ）とを接続し、前記枠制御基板にベットスイッチを接続した回胴式遊技機であって、
　前記枠制御基板には、前記ベットスイッチの操作に応じてベット数を前記持コイン数か
ら減算し、前記主制御基板から受信する入賞に応じたコイン数を前記持コイン数に加算す
る持コイン数加減算手段と、
　前記主制御基板には、前記ベットスイッチの操作に関するデータを前記枠制御基板から
受信すると前記始動レバーの操作を可能とし、始動レバーの操作に起因して抽選を行う抽
選手段と、該抽選手段による抽選結果を前記枠制御基板に送信する抽選結果送信手段と、
　更に、前記主制御基板には、前記双方向通信に拘わらず、前記枠制御基板から送信され
るデータを受信しない受信禁止期間と、
　を備えたことを特徴とする。
【０００８】
　このような構成の回胴式遊技機は、カードユニットから入力される遊技価値を持コイン
数として記憶する枠制御基板にベットスイッチを接続するので、ベットスイッチの操作に
応じたベット数を枠制御基板が減算することができ、始動レバーの操作に起因した抽選手
段による抽選結果を主制御基板から受信するので、枠制御基板は入賞により獲得したコイ
ン数を持コイン数に加算することができる。これにより、持コイン数の管理を枠制御基板
が一括管理することができるという優れた効果を有する。
【０００９】
　また、主制御基板には、双方向通信に拘わらず、枠制御基板から送信されるデータを受
信しない受信禁止期間が設けられている。このため、受信禁止期間内には枠制御基板から
データを送信することができなくなる。この結果、主制御基板と枠制御基板との間は双方
向通信でありながら、枠制御基板を介しての外部からの主制御基板に対する不正行為を未
然に防止する効果を発揮する。
【００１０】
　受信禁止期間の一例としては、「ベットスイッチの操作に関するデータを枠制御基板か
ら受信した後から抽選結果を枠制御基板に送信するまでの間」、とすることが考えられる
。ベット数を受信すれば、主制御基板は始動レバーの操作が可能となり、回胴停止ボタン
又は自動停止の処理等を経て、遊技の結果を出せるからである。
【００１１】
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　また、持コイン数が零の状態が続くときには、その旨を主制御基板知らせ、その状態が
解除されるまで（解除信号を受信するまで）受信禁止期間とすることも考えられる。枠制
御基板では、主制御基板に対し送信禁止期間となる。尚、受信禁止期間は、受信中止期間
と言い換えても良い。
【００１２】
　ここで、持コイン数加減算手段の「ベットスイッチの操作に応じてベット数を持コイン
数から減算し」とは、ベットスイッチが操作されたときのベット数に従って持コイン数を
減算すれば良く、ベットスイッチが操作されたときに減算しても良く、回胴を駆動させる
ための始動レバー（始動スイッチ）が操作されたときに減算しても良い。尚、ベット数と
は、規定数のことをいう。現状の規則では、「遊技メダル（コイン）にあっては３枚を超
えるものではないこと」と規定されている。
【００１３】
　また、持コイン数加減算手段の「入賞」とは、「図柄について遊技メダル（コイン）を
獲得するために必要な組合せとして予め定められたものが表示されること」をいう。入賞
があれば、データとしての持コインが図柄の組合せに応じて所定数獲得できる。
【００１４】
　抽選手段は、始動レバーの操作に起因して抽選を行う手段であれば良く、始動レバーを
操作するタイミングに基づき抽選を行っても良く、始動レバー操作した後の回胴停止ボタ
ンを操作するタイミングに基づき抽選を行っても良い。
【００１５】
　抽選結果送信手段の枠制御基板に送信する抽選結果は、抽選結果を受信した枠制御基板
が入賞に応じたコイン数を判別できるデータであれば良く、入賞が無ければ入賞が無かっ
たことを判別できるデータであれば良い。勿論、入賞の態様が１の場合には、入賞が有っ
たことが判別できるデータであれば良い。
【００１６】
　受信禁止期間一例の「ベットスイッチの操作に関するデータを枠制御基板から受信した
後から」とは、少なくとも始動レバーを操作する直前から後であれば良く、ベットスイッ
チの操作に関するデータを枠制御基板から受信した直後からであっても良い。従って、一
度ベットスイッチを操作した後、始動レバーを操作するまで再ベット可能な構成であれば
、再ベットの操作に関するデータを受信した後、又は始動レバーを操作する直前から後と
いうことになる。勿論、主制御基板がベットスイッチの操作に関するデータを枠制御基板
から受信した後に再ベットすることができない構成なら、ベットスイッチの操作に関する
データを枠制御基板から受信した直後からとするのが好適である。
【００１７】
　受信禁止期間は、枠制御基板からのデータを受信しない構成であれば良く、主制御基板
のプログラムの構成上、この期間内は枠制御基板からの送信データを読み出すプログラム
が組まれていない構成、入力ポートを定期的にチェックするプログラムでは、この期間内
はチェックを禁止する構成、が考えられる。また、枠制御基板が送信できなく結果として
この期間内は主制御基板が受信できない構成等であっても良い。この点は、請求項２に記
載の発明も同様である。
【００１８】
　ベットスイッチの操作に関するデータ以外のデータであって主制御基板に送信する必要
が有る場合には、この受信禁止期間を経過した後に送信することが考えられる。
【００１９】
　受信禁止期間は、枠制御基板からのデータを受信しない構成であれば良く、主制御基板
から枠制御基板への送信を禁止するものではない。このとき、データを受信したことを示
す信号を枠制御基板が主制御基板に返すことを禁止するものではない。要は、受信禁止期
間は、少なくとも主制御基板で実行される遊技内容に影響を与えるデータを主制御基板が
受信できなければ良い。
【００２０】
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　請求項２に記載の回胴式遊技機は、
　カードユニットから入力される遊技価値を持コイン数として記憶する枠制御基板と、遊
技の進行を制御する主制御基板と、を備え、前記枠制御基板と前記主制御基板とを双方向
通信可能に接続し、前記主制御基板に始動レバー（スイッチ）と回胴停止ボタン（スイッ
チ）とベットスイッチとを接続した回胴式遊技機であって、
　前記枠制御基板には、前記主制御基板から受信する前記ベットスイッチの操作に応じた
ベット数を前記持コイン数から減算し、前記主制御基板から受信する入賞に応じたコイン
数を前記持コイン数に加算する持コイン数加減算手段と、
　前記主制御基板には、前記ベットスイッチが操作されると前記始動レバーの操作を可能
とし、前記始動レバーの操作に起因して抽選を行う抽選手段と、該抽選手段による抽選結
果を前記枠制御基板に送信する抽選結果送信手段と、
　更に、前記主制御基板には、前記双方向通信に拘わらず、前記枠制御基板から送信され
るデータを受信しない受信禁止期間と、
　を備えたことを特徴とする。
【００２１】
　このような構成の回胴式遊技機は、カードユニットから入力される遊技価値を持コイン
数として記憶する枠制御基板がベットスイッチの操作に応じたベット数を主制御基板から
受信するので、枠制御基板が持コイン数からベット数を減算することができ、始動レバー
の操作に起因した抽選手段による抽選結果を主制御基板から受信するので、枠制御基板が
入賞により獲得したコイン数を持コイン数に加算することができる。これにより、持コイ
ン数の管理を枠制御基板が一括管理することができるという優れた効果を有する。
【００２２】
　また、主制御基板には、枠制御基板からのデータを受信しない受信禁止期間が設けられ
ている。このため、受信禁止期間内には枠制御基板からデータを送信することができなく
なる。この結果、主制御基板と枠制御基板との間は双方向通信でありながら、枠制御基板
を介しての外部からの主制御基板に対する不正行為を未然に防止する効果を発揮する。
【００２３】
　受信禁止期間の一例としては、「ベットスイッチの操作に関するデータを枠制御基板に
送信した後から抽選結果を枠制御基板に送信するまでの間」、とすることができる。ベッ
トスイッチを操作しベット数を送信後は、主制御基板は始動レバーの操作が可能となり、
回胴停止ボタン又は自動停止の処理等を経て、遊技の結果を出せるからである。
【００２４】
　また、持コイン数が零の状態が続くときには、その旨を主制御基板知らせ、その状態が
解除されるまで（解除信号を受信するまで）受信禁止期間とすることも考えられる。枠制
御基板では、主制御基板に対し送信禁止期間となる。
【００２５】
　ここで、持コイン数加減算手段の持コイン数から減算するベット数とは、再ベットが有
る場合には再ベットによるベット数も含まれる。また、始動レバー操作時に確定ベット数
として主制御基板が送信する構成も考えられる。
【００２６】
　枠制御基板に送信するベット数は、ベット数を枠制御基板が判別できるデータであれば
形式は問われない。
【００２７】
　受信禁止期間一例の「ベット数を枠制御基板に送信した後から」とは、少なくとも始動
レバーを操作する直前から後であれば良く、ベットスイッチの操作に関するデータを枠制
御基板に送信した直後からであっても良い。従って、一度ベットスイッチを操作した後、
始動レバーを操作するまで再ベット可能な構成であれば、再ベットの操作に関するデータ
を受信した後、又は始動レバーを操作する直前から後ということになる。勿論、主制御基
板がベットスイッチの操作に関するデータを枠制御基板に送信した後に再ベットすること
ができない構成なら、ベットスイッチの操作に関するデータを枠制御基板に送信した直後
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からとするのが好適である。
【００２８】
　受信禁止期間は、枠制御基板からのデータを受信しない構成であれば良く、主制御基板
のプログラムの構成上、この期間内は枠制御基板からの送信データを読み出すプログラム
が組まれていない構成、入力ポートを定期的にチェックするプログラムでは、この期間内
はチェックを禁止する構成、等が考えられる。受信禁止期間は、受信中止期間と言い換え
ても良い。
【００２９】
　枠制御基板が主制御基板に送信する必要が有る場合には、この受信禁止期間を経過した
後に送信すれば良い。
【００３０】
　受信禁止期間は、枠制御基板からのデータを受信しない構成であれば良く、主制御基板
から枠制御基板への送信を禁止するものではない。このとき、データを受信したことを示
す信号を枠制御基板が主制御基板に返すことを禁止するものではない。要は、受信禁止期
間は、少なくとも主制御基板で実行される遊技内容に影響を与えるデータを主制御基板が
受信できなければ良い。
〔関連発明１〕
　本願発明の関連発明として、次の発明が考えられる。
【００３１】
　「請求項１又は請求項２に記載の回胴式遊技機において、
　　前記主制御基板には、前記抽選の確率を設定変更する確率設定手段と、該確率設定手
段により前記確率が設定変更されたときには、設定変更された確率を示すデータを前記枠
制御基板に送信する確率データ送信手段と、
　を備えたことを特徴とする回胴式遊技機。」
　関連発明は、請求項１又は請求項２に記載の発明の効果を有する他、抽選確率を枠制御
基板が記憶するので、持コイン数との関係のデータ分析に寄与することができる効果を発
揮する。枠制御基板が記憶する確率を示すデータ（以下、適宜「確率データ」という。）
は、カードユニットに送信しても良く、枠制御基板又はカードユニットに接続されたホー
ルコンピュータに送信しても良い。
【００３２】
　また、枠制御基板は、受信した確率データを履歴として所定期間記憶しても良い。
【００３３】
　ここで、確率データ送信手段は、少なくとも確率が設定変更されたときに確率データを
送信すれば良く、同じ確率が再設定されたときに送信することを禁止するものではない。
更に、設定変更されなくとも電源投入時等にも送信することを禁止するものではない。
【００３４】
　尚、確率データは、その形式は問われない。
〔関連発明２〕
　本願発明の関連発明として、次の発明が考えられる。
【００３５】
　「カードユニットから入力される遊技価値を持コイン数として記憶する枠制御基板と、
遊技の進行を制御する主制御基板と、を備え、前記枠制御基板と前記主制御基板とを双方
向通信可能に接続し、前記主制御基板に始動レバー（スイッチ）と回胴停止ボタン（スイ
ッチ）とを接続し、前記枠制御基板にベットスイッチを接続した回胴式遊技機であって、
　前記枠制御基板には、前記ベットスイッチの操作に応じてベット数を前記持コイン数か
ら減算し、前記主制御基板から受信する入賞に応じたコイン数を前記持コイン数に加算す
る持コイン数加減算手段と、
　前記主制御基板には、前記ベットスイッチの操作に関するデータを前記枠制御基板から
受信すると前記始動レバーの操作を可能とし、始動レバーの操作に起因して抽選を行う抽
選手段と、該抽選手段による抽選結果を前記枠制御基板に送信する抽選結果送信手段と、
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　更に、前記枠御基板には、前記双方向通信に拘わらず、前記主御基板にデータを送信し
ない送信禁止期間と、
　を備えたことを特徴とする回胴式遊技機。」
　関連発明２は、請求項１に記載の受信禁止期間を枠制御基板側の送信禁止期間として捉
えた発明である。　
　ここで、送信禁止期間の一例としては、「枠制御基板には、ベットスイッチの操作に関
するデータを主枠制御基板に送信した後から、抽選結果送信手段による抽選結果を主御基
板から受信するまでの間は、主制御基板にデータを送信しない」構成が考えられる。
【００３６】
　尚、送信禁止期間は、送信中止期間と言い換えても良い。
〔関連発明３〕
　本願発明の関連発明として、次の発明が考えられる。
「カードユニットから入力される遊技価値を持コイン数として記憶する枠制御基板と、遊
技の進行を制御する主制御基板と、を備え、前記枠制御基板と前記主制御基板とを双方向
通信可能に接続し、前記主制御基板に始動レバー（スイッチ）と回胴停止ボタン（スイッ
チ）とベットスイッチとを接続した回胴式遊技機であって、
　前記枠制御基板には、前記主制御基板から受信する前記ベットスイッチの操作に応じた
ベット数を前記持コイン数から減算し、前記主制御基板から受信する入賞に応じたコイン
数を前記持コイン数に加算する持コイン数加減算手段と、
　前記主制御基板には、前記ベットスイッチが操作されると前記始動レバーの操作を可能
とし、始動レバーの操作に起因して抽選を行う抽選手段と、該抽選手段による抽選結果を
前記枠制御基板に送信する抽選結果送信手段と、
　更に、前記枠制御基板には、前記双方向通信に拘わらず、前記主制御基板にデータを送
信しない送信禁止期間と、
　を備えたことを特徴とする回胴式遊技機。」
　関連発明３は、請求項２記載の受信禁止期間を枠制御基板側の送信禁止期間として捉え
た発明である。　
　ここで、送信禁止期間の一例として、「枠制御基板には、ベット数を主制御基板から受
信した後から、抽選結果送信手段による抽選結果を主制御基板から受信するまでの間は、
主制御基板にデータを送信しない」構成が考えられる。
【００３７】
　尚、関連発明２又は３には、関連発明１を適用可能である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
【図１】実施例１にかかる回胴式遊技機の正面図である。
【図２】実施例１にかかる回胴式遊技機の電気ブロック図である。
【図３】実施例１にかかる図柄配列を示すための回胴の展開図である。
【図４】実施例１にかかるレート変更時にＣＲユニット４６及び枠制御装置５０が実行す
る処理を示すフローチャートである。
【図５】実施例１にかかるレート変更時にユニット表示装置５７に表示される画像を示す
図である。
【図６】実施例１にかかる主制御装置４０が実行する遊技進行処理のフローチャートであ
る。
【図７】実施例１にかかる枠制御装置５０が実行する加算処理を示すフローチャートであ
る。
【図８】実施例１にかかる枠制御装置５０が実行するベットボタン７操作時の処理を示す
フローチャートである。
【図９】ベット指示ランプ７２とベット認識受光部７１を説明する説明図であり、（ａ）
はベットされていない状態を示し、（ｂ）は１枚ベットされた状態を示し、（ｃ）は２枚
ベットされた状態を示し、（ｄ）は３枚ベットされた状態を示す。
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【図１０】実施例３にかかる回胴式遊技機の電気ブロック図である。
【図１１】実施例３にかかる主制御装置４０が実行する「データ入力処理」を示すフロー
チャートである。
【図１２】実施例４にかかる回胴式遊技機の電気ブロック図である。
【図１３】実施例４にかかる主制御装置４０が実行する「データ入力処理」を示すフロー
チャートである。
【発明を実施するための形態】
【００３９】
　以下に本発明の好適な実施形態について図面を参照して説明する。尚、本発明の実施の
形態は下記の実施例に何ら限定されるものではなく、本発明の技術的範囲に属する種々の
形態を採り得ることができることが可能なことはいうまでもない。
【００４０】
　〔第１実施例〕
　〔全体の構成〕
　図１に示すように、本実施形態の回胴式遊技機１の前面には表示窓２（３×３の停止図
柄の有効領域を表示可能とする）を備えた表示パネル３が設けられている。この回胴式遊
技機１は、実際のコイン（遊技メダル）を使用せず、データとしての持コイン数で遊技を
行う封入式として構成されている。
【００４１】
　表示窓２の背後には回胴である３本のリール４（それぞれを区別する場合は、左から順
にリール４Ｌ、４Ｃ、４Ｒ、その他の部品等についても左、中、右を区別する場合は符号
にＬ、Ｃ、Ｒを添える。）を有する図示しない回胴機構部が配されており、各リール４に
設けられている図柄の中の３図柄ずつを表示窓２から視認できる。また、表示窓２の周囲
にはベットランプ５や複数のデジタル表示装置６等が配されている。
【００４２】
　表示窓２の下方には、ベットボタン７、始動レバー８、３つの停止ボタン９（それぞれ
を区別する場合は、左から順に停止ボタン９Ｌ、９Ｃ、９Ｒ）等を備える操作部１１が設
けられている。なお、ベットボタン７は、３枚ベット機能に加えて、１枚ベット機能、及
び２枚ベット機能も含まれている。
【００４３】
　さらに下方にはスピーカボックス１３、遊技可能な持コイン数を表示する持コイン数表
示装置５１を備える下部構造部１４が設けられている。
【００４４】
　また、本実施例の回胴式遊技機１は、ＩＣカードの読み書きなどを行うカードユニット
（ＣＲユニット）５６が隣接されている。ＣＲユニット５６には、ＩＣカードを挿入およ
び取り出し可能なカード挿入口５９と、紙幣を挿入可能な紙幣挿入口５８とを備え、さら
に、該ＣＲユニット５６の下部から右方へ突出するように、ユニット表示装置５７が設け
られている。このユニット表示装置５７は、タッチパネル式のＬＣＤ画面を備え、該画面
に、前記カード挿入口５９に挿入されたＩＣカードに記憶されたクレジット残高（又は、
クレジット残高内で貸出可能なコイン数）などが表示される。そして、このクレジット残
高（又は、貸出可能なコイン数）は、コインの貸出や返却に応じて更新される。このユニ
ット表示装置５７の表示態様については、その詳細を後述する。尚、本実施例では、規則
上の「遊技メダル」をコインと呼ぶ。
【００４５】
　また、図２に示すように、回胴式遊技機１は、ＣＲユニット５６を介してホールコンピ
ュータ（遊技店の管理コンピュータ）７０に接続され、さらに、広域ネットワークを介し
て外部の情報管理センタに接続されている（図示せず）。これにより、各回胴式遊技機１
は、夫々の認証情報に基づいて、メーカーからの出荷情報、設置された遊技店の情報、遊
技店間での移動情報、廃棄情報等が管理され、不正な使用や不正な改造などを防ぐ高いセ
キュリティ能力を有している。こうした回胴式遊技機１は、管理遊技機とも呼ばれている
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。
【００４６】
　〔電気的構成〕
　回胴式遊技機１の電気的接続は、図２に示す通りに構成されており、主制御装置４０は
ＣＰＵ、ＲＯＭ、ＲＡＭ４０ａ、入力ポート、出力ポート等を備えている。本実施例では
、ＲＡＭ４０ａのみ図示する。
【００４７】
　また、主制御装置４０には、始動レバー８の操作信号（始動信号）、停止ボタン９Ｌ～
Ｒの操作信号（停止信号）、各リール４の位置検出センサ４１、及び後述するベット認識
受光部７１の信号等が入力される。
【００４８】
　さらに、主制御装置４０の出力側には、ベット数表示装置４３、加算コイン数表示装置
４４、ＲＢゲーム数表示装置４５、ＲＢ実行数表示装置４６、カウント数表示装置４７、
リール４を回動させる駆動モータ２８Ｌ、２８Ｃ、２８Ｒ、リール４を発光させる投光ラ
ンプ３１Ｌ、３１Ｃ、３１Ｒ、及び中継基板４８、が接続されている。なお、ベット数表
示装置４３は、遊技者の持コイン数にかかわらず単にベット操作に基づいて１ゲーム（遊
技）毎に消化されるコイン数を表示するものである。なお、ベット数表示装置４３は、後
述する枠制御装置５０に接続しても良い。また、加算コイン数表示装置４４は、遊技者の
持コイン数にかかわらず単に入賞の結果加算されるコイン数を表示するものである。さら
に、カウント数表示装置４７は、遊技者の持コイン数にかかわらず電源投入後のゲーム数
をカウント表示するものである。これらベット数表示装置４３、加算コイン数表示装置４
４、又はカウント数表示装置４７は例えばデジタル表示装置６で表示されてもよいし、回
胴式遊技機１とは別の外部表示装置で表示されてもよい。
【００４９】
　また、主制御装置４０は、ＣＰＵがプログラムに従って動作することにより、ベット数
表示装置４３、加算コイン数表示装置４４、ＲＢゲーム数表示装置４５、ＲＢ実行数表示
装置４６、カウント数表示装置４７の表示、駆動モータ２８の回転及び停止、並びに、投
光ランプの点灯及び消灯等を制御する。
【００５０】
　中継基板４８には音・ランプ制御装置４９が接続されており、主制御装置４０は中継基
板４８経由で音・ランプ制御装置４９に指令データを送ることで、効果音などの音声出力
と電飾類の点灯及び消灯を間接的に制御する。
【００５１】
　なお、演出画像表示装置が備えられることがあり、その場合、演出画像表示装置を制御
するための演出画像表示装置が音・ランプ制御装置４９に接続される。演出画像表示装置
は、主制御装置４０が中継基板４８に送出した指令データ又はこのデータに基づいて音・
ランプ制御装置４９が生成したデータを受信し、これに従って演出画像表示装置を制御す
る。
【００５２】
　この構成の場合、加算コイン数表示装置４４、ＲＢゲーム数表示装置４５、ＲＢ実行数
表示装置４６及びカウント数表示装置４７のいずれか又は全部を廃して、その表示を演出
画像表示装置にて行ってもよい。
【００５３】
　なお、主制御装置４０は、メイン制御基板とサブ制御基板とによって構成しても勿論よ
い。
【００５４】
　また、主制御装置４０の出力側には、枠制御装置５０が接続されている。
【００５５】
　ここで、本実施例では、少なくとも主制御装置４０は枠制御装置５０から、遊技の結果
に影響を及ぼす虞のある情報又は遊技の性能に影響を与える情報（以下、これらの情報を
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「特定情報」という。）を受信できないよう構成されている。すなわち、主制御装置４０
から送信された情報を枠制御装置５０が受信可能であるが、枠制御装置５０から主制御装
置４０へは特定情報を送信不能に構成されている。これは、枠制御装置５０が特定情報を
送信できない構成、あるいは主制御装置４０が特定情報を受信拒否する構成により具現化
できる。例えば、プログラムにより特定情報であるか否かを判断し、特定情報であれば送
信しない又は受信を拒否する等により具現化可能である。なお、少なくとも特定情報を受
信不能とするので、特定情報以外の情報は受信可能でも良いし不可能でも良い。
【００５６】
　ここで、特定情報とは、遊技の性能（例えば遊技者の有利度に関与する出玉率等）に影
響を与える情報又は遊技の結果に影響を及ぼす虞のある情報であり、持コイン数や、役抽
選の結果や図柄の表示態様等の遊技の結果を示すデータ、若しくはベット数、ＲＢゲーム
数、当選確率、出玉率に関する信号等が考えられる。さらに、特定情報は、始動信号や停
止信号であってもよい。
【００５７】
　一方、特定情報以外の情報とは、例えば、遊技機監視用の固有ＩＤに関する情報、主制
御装置４０が送信した情報を枠制御装置５０が受信したことのみを知らせる情報（応答信
号）等が考えられる。
【００５８】
　なお、特定情報以外の情報も主制御装置４０が受信できない構成の場合には、枠制御装
置５０から主制御装置４０への信号出力は不能となる完全な一方向通信回路とすることが
好適である。
【００５９】
　また、上述した枠制御装置５０は、持コイン数を記憶する記憶装置（ＲＡＭ）を具備し
ており、主制御装置４０から受信した減算対象となる持コイン数に対応する信号に基づい
て持コイン数の減算処理（更新）を行い、停止ボタンの操作に伴う図柄の停止態様に対応
する信号に基づいて持コイン数の加算処理（更新）を行う。
【００６０】
　本実施例では、枠制御装置５０のＲＡＭ５０ａは不揮発性であり、停電時でも記憶保持
される。ＲＡＭ５０ａは、持コイン数を記憶するコイン数記憶領域と、持コイン数以外の
データを記憶する他記憶領域とを有する。他記憶領域は、主制御装置４０から受信したデ
ータ、検出したエラー情報等が記憶される。
【００６１】
　一方、主制御装置４０のＲＡＭ４０ａは揮発性であるが、バックアップ電源により停電
時でも記憶保持される。このバックアップ電源は、主制御装置４０以外から供給される。
【００６２】
　尚、枠制御装置５０のＲＡＭ５０ａのみを不揮発性としたが、主制御装置４０のＲＡＭ
４０ａも不揮発性としても良い。勿論、ＲＡＭ４０ａ及びＲＡＭ５０ａも揮発性としても
良い。
【００６３】
　ここで、枠制御装置５０は、ＣＲユニット５６を介してホールコンピュータ７０に接続
され、さらに広域ネットワークを介して外部の情報管理センタに接続されている（上記し
た管理遊技機）。主制御装置４０は、少なくとも特定情報を枠制御装置５０からアクセス
不能であることから、主制御装置４０に対する不正行為を未然に防止することができる。
【００６４】
　一方、枠制御装置５０から主制御装置４０への信号出力は不能である一方向通信回路と
すれば、広域ネットワークを介した外部からの信号を一切入力できない。これにより、主
制御装置４０に、遊技性能等に影響を与えようとする不正な信号が外部から入力されるこ
とを、確実に防止できる。
【００６５】
　また、枠制御装置５０には持コイン数表示装置５１が接続され、ＣＲユニット５６には
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、返却スイッチ６９、貸出スイッチ６８及び前述したユニット表示装置５７が接続されて
いる。
【００６６】
　持コイン数表示装置５１は、貸出スイッチ６８が操作されて貸し出されたコイン数を持
コイン数として表示する。持コイン数は、遊技の進行に従って増減する。返却スイッチ６
９が操作されると、枠制御装置５０に記憶された持コイン数がカードユニット５６に出力
されＩＣカードに記憶される。持コイン数表示装置５１は、ＣＲユニット５６に接続して
も良い。この場合、ユニット表示装置５７の画面上に持コイン数を表示する構成が考えら
れる。本実施例では、返却スイッチ６９及び貸出スイッチ６８は、ユニット表示装置５７
のタッチパネルを用いる。尚、返却スイッチ６９及び貸出スイッチ６８を枠制御装置５０
に接続することも考えられる。返却スイッチ６９はＩＣカードを取り出す（排出する）機
能を有する。
【００６７】
　さらに、枠制御装置５０は、ベットボタン７が接続されており、ベットボタン７の操作
に伴う減算対象の持コイン数に対応する信号を受信する。また、枠制御装置５０は、所定
タイミングで発光するベット指示ランプ７２が接続されており、ベットボタン７の操作に
伴う前記信号に対応して点灯する。なお、主制御装置４０に接続されたベット認識受光部
７１は、枠制御装置５０によって制御されるベット指示ランプ７２の点灯を認識する機能
を有するものである。詳細は後述する。
【００６８】
　本実施例では、ＣＲユニットには、レート設定スイッチ７５が接続されている。本実施
例では、ユニット表示装置５７のタッチパネルがレート設定スイッチ７５として用いられ
る。このレートスイッチ７５は、コインの単価を選択するものであるが、詳細については
後述する。
【００６９】
　また、本実施例では、枠制御装置５０が記憶しているコイン数データをＩＣカードに移
行させる計数スイッチ７６が枠制御装置に接続されている。計数スイッチ７６は、計数ス
イッチ７６の操作時間又は操作量に応じて枠制御装置５０が記憶しているコイン数データ
をＩＣカードに移行させ、枠制御装置５０が記憶するコイン数は移行させたコイン数だけ
減算される。従って、コイン数データを全て移行させれば、ＲＡＭ５０ａのコイン数記憶
領域が記憶するコイン数は零になる。
【００７０】
　ＲＡＭ５０ａのコイン数記憶領域に記憶する持コイン数データは、電源投入時に持コイ
ンクリアスイッチ７７をオン操作していれば零クリアすることができる。
【００７１】
　更に、枠制御装置５０には、性能等表示装置７８が接続されている。性能等表示装置７
８は、主制御装置４０から受信するデータに基づき「役物比率」、「連続役物比率」又は
「ベース」を表示するものである。役物比率とは、獲得するコイン数に対し役物の作動に
よるものの割合である。連続役物比率とは、獲得するコイン数に対し役物が連続して作動
したものの割合である。ベースとは、遊技に使用したコイン数に対し役物の作動時以外に
獲得したコイン数の割合である。この性能等表示装置７８は、主制御装置４０に接続して
も良い。
【００７２】
　更に、本実施例では、前記主制御装置４０には、設定値表示装置８０、設定変更スイッ
チ８１及びクリアスイッチ８２が接続されている。
【００７３】
　設定変更スイッチ８１は、設定キーが挿入される挿入口として構成されており、設定変
更スイッチ８１に挿入された設定キーを回転操作することで、操作状態がＯＮ状態又はＯ
ＦＦ状態に切り替えられる。そして、設定変更スイッチ８１及びクリアスイッチ８２の操
作状態を示す信号が、主制御装置４０に送信される。また、設定値表示装置８０は、例え
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ば、８セグのＬＥＤ等を備え、主制御装置４０からの信号に応じて、パチンコ機１の設定
値を表示するよう構成されている。
【００７４】
　図３に示すとおり、各リール４Ｌ（左図柄）、４Ｃ（中図柄）、４Ｒ（右図柄）にはそ
れぞれの２１個の図柄（重複しているので図柄の種類は７種類）が印刷されている。
【００７５】
　ここで、主制御装置４０は、役抽選部を備え、役抽選部は、あらかじめ複数定められた
役について当選か否かを決定する役抽選を行う。さらに具体的には、乱数発生部と、乱数
抽出部と、抽選テーブルと、役抽選判定部等を備えている。
【００７６】
　ここで、役抽選では、抽出した乱数と抽選テーブルの当選確率とを参照して、いずれか
一つの当選役の当選、又は全ての当選役の落選（ハズレ）を決定する。本実施形態では、
具体的に第１抽選テーブル及び第２抽選テーブルを少なくとも備えている。なお、第２抽
選テーブルで定められている内部当選確率（内部抽選の当選確率）は、第１抽選テーブル
で定められている内部当選確率よりも高くなるように設定されており、高確率区間におい
ては第２抽選テーブルに基づいて役抽選が実行され、低確率区間においては第１抽選テー
ブルに基づいて役抽選が実行される。
【００７７】
　そして、回胴式遊技機１にあっては、第１抽選テーブルに従って役抽選を実行する低確
率区間と、第１抽選テーブルよりも遊技者にとって有利な第２抽選テーブルに従って役抽
選を実行する高確率区間とが選択的に発生して遊技が進行する。本実施例においては低確
率区間から高確率区間への移行や、高確率区間から低確率区間への移行は１回の役抽選の
たびに１回実行されるが、１回の役抽選について複数回区間移行の抽選が実行されてもよ
いし、特定の役に当選したときにのみ区間移行の抽選が実行されてもよい。
【００７８】
　〔確率設定〕
　本実施例では、電源基板８５の電源スイッチ８５ａをオン操作するときに、クリアスイ
ッチ８２及び設定変更スイッチ８１がオン状態であれば、前述の始動レバー８を操作した
ときに抽出される乱数値による当り（ボーナス）の当否（当選）確率を設定変更可能な構
成となっている。この状態時には、設定値表示装置８０には設定変更可能であることを示
す初期設定画像が表示され、クリアスイッチ８２を押下毎に設定値を変更することが可能
である。初期設定画像が表示されたときには、主制御基板４０のＲＡＭ４０ａに記憶され
たデータが初期状態に設定される。このとき、枠制御装置５０にＲＡＭクリア信号が出力
される。ＲＡＭクリア信号を受信すると、枠制御装置５０は、ＲＡＭ５０ａの他記憶領域
に記憶されたデータを初期設定する。
【００７９】
　初期設定画面が表示された後、クリアスイッチ８２から手を離し、その後、設定する当
否確率に従った回数だけクリアスイッチ８２を押下するのである。
【００８０】
　具体的に説明すると、初期設定画面には当否確率が最も低い設定１（１／３００）が表
示され、その後、クリアスイッチ８２を押下する毎に、設定２（１／２９０）、設定３（
１／２８０）、設定４（１／２７０）、設定５（１／２６０）、設定６（１／２５０）が
表示される。設定１～６は低確率時の当否確率を示すが、高確率時の当選確率も設定１～
６に従って設定変更される。但し、高確率時の当選確率は、例えば１／５０のように一定
でも良い。尚、各設定の当否確率は一例であり、ＡＲＴの抽選確率も設定１～６に従って
設定変更する構成でも良い。
【００８１】
　設定変更スイッチ８１をオフの位置に切り替えると、ＲＡＭ４０ａに記憶されたデータ
が初期設定された旨が表示され、表示されていた当否確率が新たな設定値に変更され、変
更された設定及び/又は当否確率も表示される。
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【００８２】
　本実施例では、クリアスイッチ８２をＲＡＭ４０ａ及びＲＡＭ５０ａの他記憶領域の初
期設定に使用する他、設定１～６の設定（選択）にも使用するよう構成するが、設定１～
６の設定用に専用スイッチを設ける構成でも良い。
【００８３】
　当否確率の設定変更が終了すると、新たに設定された当否確率を示すデータが枠制御装
置５０に送信される。本実施例では、偶然、前回と同じ当否確率が設定されても送信され
る。枠制御装置は、受信した当否確率をＲＡＭ５０ａの他記憶領域に記憶する。但し、持
コイン数記憶領域に記憶しても良い。持コイン数は当否確率と密接に関係しているからで
ある。枠制御装置５０は、受信した確率データに基づき当否確率の履歴を作成することも
可能となる。
【００８４】
　電源スイッチ８５ａをオンしたとき、設定変更スイッチ８１がオフ状態でありクリアス
イッチ８２がオン状態であれば、主制御装置４０のＲＡＭ４０ａ及び枠制御装置５０のＲ
ＡＭ５０ａの他記憶領域に記憶されたデータが初期設定される。
【００８５】
　電源スイッチ８５ａをオンしたとき、設定変更スイッチ８１がオン状態でありクリアス
イッチ８２がオフ状態であれば、現在設定されている設定及び/又は当否確率を確認する
ことができる。
【００８６】
　〔レート設定〕
　次に図４及び図５に従ってレートの設定について説明する。
【００８７】
　図４に示す「レート変更処理」はＣＲユニット５６により定期的に実行され、「レート
許可処理」は回胴式遊技機１の枠制御装置５０により定期的に実行される。
【００８８】
　本実施例では、遊技者の操作に応じて、回胴式遊技機１に併設されたＣＲユニット５６
でのコイン貸しのレートが設定される。
【００８９】
　パチンコ機１及びＣＲユニット５６への電源投入後には、表示装置５７には図５（ａ）
に示す画像が表示されている。
【００９０】
　画面には、貸出スイッチ６８に対応する画像６８ａ、返却スイッチ６９に対応する画像
６９ａ、レート設定スイッチ７５に対応する画像７５ａが表示されている。前述したよう
に、本実施例では表示装置５７はタッチパネルとして構成され、各画像６８ａ、６９ａ、
７５ａの表示領域を指でタッチすると各スイッチがオンするよう構成されている。尚、一
例として、画面には、現在のレートが２０円であり、貸出数表示５７ａには１回のコイン
貸しにおける貸出数が示されている。
【００９１】
　レート設定スイッチ７５に対応する画像７５ａの表示領域がタッチされるとレート設定
スイッチ７５がオン状態となり（図４のＳ９０）、ＣＲユニット５６は枠制御装置５０に
レートの変更が可能か否かの問合せ信号を出力する（Ｓ９１）。
【００９２】
　一方、枠制御装置５０は、レートの変更が可能か否かの問合せ信号を受信すると、レー
ト変更が可能か否かを判定する（Ｓ９２）。
【００９３】
　本実施例では、持コイン数が零である、当選遊技中でない、内部当選していない、高確
率遊技中でない、ＡＲＴ遊技中でない、リプレイ遊技中でない、全てのリール４Ｌ、４Ｃ
及び４Ｒが変動中でない（停止している）、又は始動レバー８が操作された直後でない、
等が判断される。これは、レート変更前の遊技が終了していることを判断することを意味
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している。
【００９４】
　持コイン数は遊技者が遊技をしていなければ、原則、零である。持コイン数が零でない
遊技中にレートを変更したい場合には、計数スイッチ７６を押下して持コイン数をＣＲユ
ニット５６に移動させれば良い。この処理を行ったときには、レート変更前のレートで移
動した持コイン数が処理される。
【００９５】
　持コイン数が零である、当選遊技中でない、内部当選していない、高確率遊技中でない
、ＲＴ遊技中でない、リプレイ遊技中でない、全てのリール４Ｌ、４Ｃ及び４Ｒが変動中
でない（停止している）、又は始動レバー８が操作された直後でない、等であることは、
枠制御装置５０が主制御装置４０から受信した遊技状態を示すデータから判断される。
【００９６】
　この判断処理は、遊技を行うことができる持コイン数が存在する場合にレート変更を可
能とすれば、貸出されたときの単価と相違することになるからである。また、レート変更
前の遊技により得た当選や高確率状態等の遊技結果（成果）の価値を変化させないためで
ある。例えば、低いレートで遊技を行い当選後にレートを高くすれば、当選により得られ
る金銭的価値が高く変化するからである。
【００９７】
　レート変更が可能な状態でなければ（Ｓ９２のＮＯ）、変更待機状態とされ（Ｓ９３）
、その旨がＣＲユニット５６に通知される（Ｓ９４）。通知された状態は、表示装置５７
に表示される。持コイン数が零でなければ、計数スイッチ７６を押下して持コイン数を零
にするか、始動レバー８を操作して遊技を行い持コイン数を零にすれば良い。当選遊技中
、高確率遊技中、ＡＲＴ遊技中、リプレイ遊技中、全てのリール４Ｌ、４Ｃ及び４Ｒが変
動中又は始動レバー８が操作された直後である場合には、その遊技状態を経過させ持コイ
ン数を零にすれば良い。
【００９８】
　レート変更が可能な状態と判断されれば（Ｓ９２のＹＥＳ）、枠制御装置５０はＣＲユ
ニット５６にレート許可信号を出力する（Ｓ９５）。
【００９９】
　レート許可信号を受信したＣＲユニット５６は、表示装置５７の画面上に遊技球のレー
トを表示し、遊技者が選択したレートに設定処理を行う（Ｓ９６）。
【０１００】
　本実施形態では、図５（ｂ）に示すように、コイン１枚の単価は、５円（画像７５ａ－
１）、１０円（画像７５ａ－２）、１５円（画像７５ａ－３）、２０円（画像７５ａ－４
）から選択することが可能である。画像７５ａ－１の表示領域をタッチすればコイン１枚
の単価は５円、画像７５ａ－２の表示領域をタッチすればコイン１枚の単価は１０円、画
像７５ａ－３の表示領域をタッチすればコイン１枚の単価は１５円、画像７５ａ－４の表
示領域をタッチすればコイン１枚の単価は２０円、に設定変更することができる。このレ
ートは一例であり、２円や３０円のレートがあっても良い。
【０１０１】
　５円のレートを設定した後、貸出スイッチ６８に対応する画像６８ａをタッチすれば、
ＩＣカードから２５０円が減額され、貸コインとして持コイン数５０枚が貸し出される。
１０円のレートを設定した後、画像６８ａをタッチすれば、ＩＣカードから５００円が減
額され、貸コインとして持コイン数５０枚が貸し出される。１５円のレートを設定した後
、画像６８ａをタッチすれば、ＩＣカードから７５０円が減額され、貸コインとして持コ
イン数５０枚が貸し出される。２０円のレートを設定した後、画像６８ａをタッチすれば
、ＩＣカードから１０００円が減額され、貸コインとして持コイン数５０枚が貸し出され
る。
【０１０２】
　画像６８ａを一回タッチしときに貸し出される持コイン数を一定としない構成も可能で
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ある。例えば、画像６８ａを１回タッチすれば１５００円に対応する持コイン数を貸し出
す構成でも良い。この場合、レートが５円であれば画像６８ａが１回タッチすれば３００
枚の持コイン数、１０円であれば１５０枚の持コイン数、１５円であれば１００枚の持コ
イン数、２０円であれば７５枚の持コイン数が貸し出される。
【０１０３】
　レートが新たに設定されると、ＣＲユニット５６は、枠制御装置５０及び主制御装置４
０を介して、新たに設定されたレートを示すレート情報を、音・ランプ制御装置４９に接
続された演出画像制御装置に送信しても良い。そして、演出画像制御装置は、レート情報
が示すレートに応じた態様で、各種演出を行っても良い。
【０１０４】
　レートに応じた態様で行う各種演出は、ユニット表示装置５７で行っても良い。この場
合、持コインクリアスイッチ７７を主制御装置４０に接続すれば、主制御装置４０から枠
制御装置５１にのみデータ（信号）を出力できる一方向通信が可能となる。
【０１０５】
　〔遊技の説明〕
　次に回胴式遊技機１の動作を、主制御装置４０が実行する処理に従って説明する。
【０１０６】
　図６に示すように、遊技進行処理は１回のゲームを実行する際に行われる処理であり、
まず、前回のゲームの結果がリプレイであるか否かを判定する（Ｓ１０１）。そして、リ
プレイであればＳ１０３へ移行し、リプレイでなければＳ１０２へ移行する。
【０１０７】
　そしてＳ１０２では、当該ゲームの進行に必要なコイン数がベットされたことを認識し
たか否かを判定する。認識されていればＳ１０３へ移行し、認識されていなければ遊技進
行処理を終了する。
【０１０８】
　その後、始動レバー８の操作が行われたか否かを判定する（Ｓ１０３）。ここで、始動
レバー８の操作が行われていればＳ１０４へ移行し、始動レバー８の操作が行われていな
ければ遊技進行処理を終了する。
【０１０９】
　Ｓ１０４では、役抽選が実行される。なお、役抽選の結果については、「始動レバーの
操作に伴う役抽選の結果に対応する信号」として枠制御装置５０に送信される。
【０１１０】
　Ｓ１０５では、左リール４Ｌ、中リール４Ｃ、及び右リール４Ｒを全て回動開始させる
処理を実行する。回動しているリール４が全て定常回転したらＳ１０６へ移行する。
【０１１１】
　Ｓ１０６では、回転しているリール４に対応する停止ボタン９が操作されたか否かを判
定し、全てのリール４が停止するまで待機する（Ｓ１０７）。なお、全てのリール４が停
止したときの図柄の表示態様は、「停止ボタンの操作に伴う図柄の停止態様に対応する信
号」として枠制御装置５０に送信される。
【０１１２】
　そして、全リール４が停止すると、当選役に入賞して配当があるか否かを判定する（Ｓ
１０８）。配当がある場合は入賞した役に対応する配当に相当するコインを加算するため
の信号を枠制御装置５０に送信する（Ｓ１０９）。一方、配当がなければ次の遊技進行処
理に移行する。
【０１１３】
　次に、枠制御装置５０で実行される加算処理の内容について図７に従って説明する。
【０１１４】
　枠制御装置５０は、まず、当選役に入賞して持コインを加算する信号を主制御装置４０
から受信したか否かを判定する（Ｓ２０１）。受信したらＳ２０２へ移行し、受信してい
なければ加算処理を終了する。
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【０１１５】
　Ｓ２０２では、枠制御装置５０において、「始動レバー８の操作に伴う役抽選の結果に
対応する信号」が適切に受信されているか否かを判定する。受信されていればＳ２０３へ
移行し、受信されていなければ加算処理を終了する。なお、「始動レバー８の操作に伴う
役抽選の結果に対応する信号」が適切に受信されているか否かは、枠制御装置５０におい
て単に受信されているか否かのみではなく、Ｓ１０４における「始動レバー８の操作に伴
う役抽選の結果に対応する信号」と、Ｓ１０７における「停止ボタン９の操作に伴う図柄
の停止態様に対応する信号」とが適切に対応しているか否かも含めて判定される。
【０１１６】
　Ｓ２０３では、図柄の停止態様に対応した持コイン数に基づいて持コイン数を加算する
処理を実行する。
【０１１７】
　このように、枠制御装置５０における持コイン数の加算処理に、主制御装置４０からの
各種信号を予め受信しているか否かを判定する処理を含めることで、枠制御装置５０にの
み不正行為を行って持コイン数を不正に増加させるような行為を防止することができる。
【０１１８】
　なお、Ｓ１０４における「始動レバー８の操作に伴う役抽選の結果に対応する信号」と
、Ｓ１０７における「停止ボタン９の操作に伴う図柄の停止態様に対応する信号」とが適
切に対応していない場合には、管理者に通報する等の処理を別途行ってもよい。これによ
り、不正行為を的確に防ぐことができる。
【０１１９】
　次に、主制御装置４０の遊技進行処理で実行される必要ベット数の認識処理（図６のＳ
１０２）と、枠制御装置５０で実行されるベット処理（図８）の内容について説明する。
【０１２０】
　主制御装置４０は、上述のベット認識受光部７１として、１枚ベット認識受光素子７１
１、２枚ベット認識受光素子７１２、及び３枚ベット認識受光素子７１３を備えている。
なお、１枚ベット認識受光素子７１１、２枚ベット認識受光素子７１２、及び３枚ベット
認識受光素子７１３は、図９に示すように、受光素子によって構成されている。
【０１２１】
　一方、枠制御装置５０は、ベット指示ランプ７２として、１枚ベット指示ランプ７２１
、２枚ベット指示ランプ７２２、及び３枚ベット指示ランプ７２３を備えている。なお、
１枚ベット指示ランプ７２１、２枚ベット指示ランプ７２２、及び３枚ベット指示ランプ
７２３は、図９に示すように、発光素子によって構成されている。
【０１２２】
　ここで、図９に示すように、１枚ベット認識受光素子７１１と１枚ベット指示ランプ７
２１とで１枚ベット操作確認部８６が構成されている。また、２枚ベット認識受光素子７
１２と２枚ベット指示ランプ７２２とで２枚ベット操作確認部８７が構成されている。並
びに、３枚ベット認識受光素子７１３と３枚ベット指示ランプ７２３とで３枚ベット操作
確認部８８が構成されている。なお、１枚ベット操作確認部８６、２枚ベット操作確認部
８７、及び３枚ベット操作確認部８８は、それぞれフォトカプラによって構成しても良い
。
【０１２３】
　ここでフォトカプラは、発光素子と受光素子を、外部からの光を遮断するパッケージに
封じ込められた構造である。このため、受光素子に対して外部から不正行為を行うことが
できない。このフォトカプラを用いる場合には、ベットボタン７が操作されると、ベット
数に対応するフォトカプラの発光素子が点灯し、対応する受光素子によりベット数を検出
することができる。
【０１２４】
　なお、フォトカプラを使用しない場合には、指示ランプ７２１、７２２、７２３を、遊
技者が見える部分と遊技者が見えない部分とに分け、見えない部分は外部の光を遮蔽する
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構成が考えられる。この場合、外部から遮蔽された部分の発光が受光素子７１１、７１２
、７１３をオンさせる。また、遊技者に対する指示ランプと受光素子に対するランプとを
各々個別に有する構成でも良い。この場合には、遊技者に対する指示ランプと受光素子に
対するランプとはパラレルに接続され、一方が点灯すれば他方も点灯し、一方が消灯すれ
ば他方も消灯する。
【０１２５】
　かかる構成にあって、まず、ベットボタン７が操作されると、図８に示すように、枠制
御装置５０はベット処理においていわゆる１枚ベットとして操作されたか否かを判定する
（Ｓ３０１）。１枚ベットで操作されたらＳ３０２へ移行し、１枚ベットで操作されてい
なければＳ３０４へ移行する。
【０１２６】
　Ｓ３０２では、枠制御装置５０に記憶された持コイン数をベットボタン７の当該操作に
対応して１枚減算し、さらにベット指示ランプ７２のうち、１枚ベット指示ランプ７２１
を点灯する（Ｓ３０３）。そしてベット処理を終了する。
【０１２７】
　またＳ３０４では、いわゆる２枚ベットとして操作されたか否かを判定する。２枚ベッ
トで操作されたらＳ３０５へ移行し、２枚ベットで操作されていなければＳ３０７へ移行
する。
【０１２８】
　Ｓ３０５では、枠制御装置５０に記憶された持コイン数をベットボタン７の当該操作に
対応して２枚減算し、さらにベット指示ランプ７２のうち、１枚ベット指示ランプ７２１
、及び２枚ベット指示ランプ７２２を点灯する（Ｓ３０６）。そしてベット処理を終了す
る。
【０１２９】
　またＳ３０７では、いわゆるマックスベット（３枚ベット）として操作されたか否かを
判定する。３枚ベットで操作されたらＳ３０８へ移行し、３枚ベットで操作されていなけ
ればベット処理を終了する。
【０１３０】
　Ｓ３０８では、枠制御装置５０に記憶された持コイン数をベットボタン７の当該操作に
対応して３枚減算し、さらにベット指示ランプ７２のうち、１枚ベット指示ランプ７２１
、２枚ベット指示ランプ７２２、及び３枚ベット指示ランプ７２３を点灯する（Ｓ３０９
）。そしてベット処理を終了する。
【０１３１】
　そして、図９（ａ）に示されるように、１枚ベット指示ランプ７２１の点灯状態は、１
枚ベット認識受光素子７１１によって認識される。また、２枚ベット指示ランプ７２２の
点灯状態は、２枚ベット認識受光素子７１２によって認識される。さらに、３枚ベット指
示ランプ７２３の点灯状態は、３枚ベット認識受光素子７１３によって認識される。
【０１３２】
　ここで、１枚ベットの操作がされた場合は、図９（ｂ）に示すように、１枚ベット指示
ランプ７２１が点灯したことを（Ｓ３０３）、１枚ベット認識受光素子７１１が認識して
、主制御装置４０には１枚ベットとしてベットボタン７が操作された情報が入力される。
【０１３３】
　また、２枚ベットの操作がされた場合は、図９（ｃ）に示すように、１枚ベット指示ラ
ンプ７２１及び２枚ベット指示ランプ７２２が点灯したことを（Ｓ３０６）、１枚ベット
認識受光素子７１１及び２枚ベット認識受光素子７１２が認識して、主制御装置４０には
２枚ベットとしてベットボタン７が操作された情報が入力される。
【０１３４】
　さらに、３枚ベットの操作がされた場合は、図９（ｄ）に示すように、１枚ベット指示
ランプ７２１、２枚ベット指示ランプ７２２、及び３枚ベット指示ランプ７２３が点灯し
たことを（Ｓ３０７）、１枚ベット認識受光素子７１１、２枚ベット認識受光素子７１２
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、及び３枚ベット認識受光素子７１３が認識して、主制御装置４０には３枚ベットとして
ベットボタン７が操作された情報が入力される。
【０１３５】
　かかる構成により、主制御装置４０における遊技進行処理で、当該ゲームの進行に必要
なコイン数がベットされたか否かを判定すること（Ｓ１０２）が実現されている。
【０１３６】
　上述した構成は、枠制御装置５０に制御されるベット指示ランプ７２の点灯態様が、当
該ベット指示ランプ７２とは電気的に絶縁されたベット認識受光部７１によって認識され
て主制御装置４０にベットされたコイン数が入力される構成であるため、不正基板等の介
在する余地が無く、不正行為を効果的に防止することができる。また、持コイン数を枠制
御装置５０のみで一括して管理することができるため、主制御装置４０にかかる負担を軽
減することができる。
【０１３７】
　即ち、枠制御装置５０はＣＲユニット５６から遊技に使用する持コイン数を読み取り記
憶し、この記憶した持コイン数に対してベットボタン７の操作によるベット数を減算し、
主制御装置４０から受信した遊技結果に応じたコイン数を加算する。これにより、持コイ
ン数を枠制御装置５０のみで一括して管理することができる効果を有する。従来のように
主制御装置４０にベットボタン7を備えれば、ベットボタン７に対応するベット数を枠制
御装置５０に送信する必要が生じるが、この処理を本実施例では行う必要がない。また、
主制御装置４０にベットボタン７を備えれば、枠制御装置５０に記憶する持コイン数が零
の場合に、零である旨を主制御装置４０に知らせる必要が生じるが、この処理を本実施例
では行う必要がない。
【０１３８】
　この結果、枠制御装置５０から主制御装置４０に特定情報を送信する必要がなく、枠制
御装置５０を介して行われる主制御装置４０に対する不正行為を未然に防止する効果を得
る。
【０１３９】
　なお、本発明にかかるベットボタン操作認識手段は、ベット認識受光部７１によって構
成される。
【０１４０】
　本発明にかかるベット操作指示手段は、ベット指示ランプ７２によって構成される。
【０１４１】
　ところで、本実施例におけるベット認識受光部７１やベット指示ランプ７２は、上記し
た実施形態のものに限定されず、例えば２枚ベットや３枚ベットされた場合には対応する
２枚ベット指示ランプ７２２、又は３枚ベット指示ランプ７２３のいずれかのみを点灯さ
せてもよい。
【０１４２】
　ベット処理において、持コイン数がベット数に足りない場合は、当該処理を中断して注
意を促す報知を行ったり、ゲームの進行に必要なコイン数よりも多いベット数のベットボ
タン７が押された場合には、自動的に必要コイン数だけ減算するようにしてもよい。
【０１４３】
　本実施例における中継基板４８と枠制御装置５０とは双方向に通信できる構成としても
よいし枠制御装置５０から中継基板４８へのみ一方向に通信できる構成としてもよい。ま
た、中継基板４８と枠制御装置５０とを双方向に通信可能とする場合には、主制御装置４
０から枠制御装置５０へ一方的に送信されるデータを取りこぼすことを防止できる。また
、中継基板４８が主制御装置４０からデータを受信している間は、中継基板４８はビジー
信号を返送する。
【０１４４】
　一方、枠制御装置５０から中継基板４８にのみデータを送信できる一方向通信とする場
合、中継基板４８は時分割制御により、主制御装置４０及び枠制御装置５０の双方からの



(19) JP 2019-180812 A 2019.10.24

10

20

30

40

50

データを取りこぼさない制御を実行する。これにより、中継基板４８を介して枠制御装置
５０にデータ改ざん等の不正行為が行われることを未然に防止できる。
【０１４５】
　〔第２実施例〕
　第１実施例の変形例を第２実施例として説明する。
【０１４６】
　ＣＲユニット５６にＩＣカードが挿入され、ユニット表示装置５７を操作すれば、操作
に対応した持コイン数が枠制御装置５０に記憶される。このとき、操作に対応した持コイ
ン数に相当する金額がＩＣカードから減額される。または操作に対応した持コイン数がＩ
Ｃカードから減算される。
【０１４７】
　ユニット表示装置５７を操作して持コイン数が持コイン数表示装置５１に表示されれば
、遊技者はベットボタン７を操作することが可能となる。ベットボタン７が操作された後
、主制御装置４０から遊技結果が送信されるまでの間は、ベットボタン７の操作はできな
い。操作されても枠制御装置５０は受け付けない。但し、前述したように、ベットボタン
７が操作された後、始動レバー８が操作される前に、図示しない再ベットボタンが操作さ
れれば再びベットボタン７は操作可能となる。そして、ベットボタン７の操作が受け付け
られれば、操作されたベットボタン７に対応するベット数が持コイン数から減算される。
尚、本実施例の再ベットボタンは、枠制御装置５０に接続される。
【０１４８】
　ベットボタン７が操作されると、対応するベット指示ランプ（発光素子）７２１～７２
３の何れかを枠制御装置５０は発光させる。ベット指示ランプ７２１～７２３の何れかが
発光すると、ベット認識受光部７１を介して主制御装置４０はベット数を検出する。ベッ
ト数を検出すると、主制御装置４０はベット数表示装置４３にベット数を表示する、また
は表示窓２にベット数に応じた有効ラインを表示する。その後、主制御装置４０は始動レ
バー８の操作を受け付け可能とする。
【０１４９】
　ベット数が検出されると主制御装置４０は、枠制御装置５０にベット数を検出した旨を
知らせる信号を出力する。そして、ベット数を検出した旨を知らせる信号を受信した枠制
御装置５０は、発光させたベット指示ランプ７２１～７２３を消灯すると共に、ベットボ
タン７の操作を受け付け不可とする。このとき、ベット指示ランプ７２も消灯させられる
。
【０１５０】
　遊技者により始動レバー８が操作されれば、停止ボタン９の操作が有効となり、停止ボ
タン９が操作されることにより遊技の結果が表示される。停止ボタン９が所定時間内に操
作されない場合は、自動停止され遊技の結果が表示される。
【０１５１】
　始動レバー８が操作された後、遊技の結果が表示されるまでの間は、遊技中でありその
旨を知らせる信号が主制御装置４０から枠制御装置５０に送信される。主制御装置４０か
ら枠制御装置５０に送信する信号としては、始動レバー８が操作されたことを知らせる信
号を枠制御装置５０に送信し、その後、遊技の結果を知らせる信号を送信する構成や、遊
技の結果を知らせる信号を送信するまでの間、定期的に遊技中である旨を知らせる信号を
送信する構成等が考えられる。
【０１５２】
　これにより、枠制御装置５０は、ベット数を検出した旨を知らせる信号を受信したとき
から、遊技の結果を受信するまでの間は、記憶した持コイン数を加減算することなく保護
することができる。言い換えると、枠制御装置５０は、少なくともベット数を検出した旨
を知らせる信号を受信してから遊技の結果を受信するまでの間に持コイン数の加算する処
理を実行することがなく、枠制御装置５０に対して持コイン数を不正に増加させようとす
る行為を防止することができる。
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【０１５３】
　遊技の結果を受信した枠制御装置５０は、遊技の結果に応じて持コイン数を加算処理す
る。この際にも、主制御装置４０から遊技の結果を受信することなく枠制御装置５０が持
コイン数を増加させることを防止することができる。その後、枠制御装置５０は、ベット
ボタン７の操作受付可能とする。また、主制御装置４０はベット認識受光部７１によりベ
ット数の検出を定期的に行う。なお、枠制御装置５０にベット数を検出した旨を知らせる
信号を出力した後は、主制御装置４０はベット数検出処理を行わない。
【０１５４】
　この変形例では、第１実施例と同様、枠制御基板５０において持コイン数の一括管理を
行う効果の他、次の効果を得ることができる。即ち、枠制御装置５０は、ベットボタン７
の操作受付期間を、遊技の結果を受信した後から、主制御装置４０からベット数を検出し
た旨を知らせる信号を受信したときに限定するので、不正行為を未然に防止する効果を発
揮する。また、枠制御装置５０にベット数を検出した旨を知らせる信号を出力した後は、
主制御装置４０はベット数認識受光部７１による検出処理を実行しない。これにより、主
制御装置４０に対する不正行為を未然に防止することが可能となる。
【０１５５】
　さらに、主制御装置４０から枠制御装置５０のみに送信可能な一方向通信回路として構
成しているので、主制御装置４０と枠制御装置５０とのデータ通信回路を使用しての主制
御装置４０に対する不正行為が未然に防止される。例えば、主制御装置４０のＲＡＭ４０
ａに記憶された当否確率（当選確率）の改竄を行うこと等は好適に防止される。
【０１５６】
　なお、始動レバー８が操作された後、遊技の結果が得られるまでの間に、各停止ボタン
９Ｌ、９Ｃ、９Ｒが操作されたことを知らせる信号を枠制御装置５０に送信しても良い。
また、各リール４Ｌ、４Ｃ、４Ｒが自動停止した場合には、これを知らせる信号を送信し
ても良い。これにより、枠制御装置５０は、主制御装置４０により遊技が進行している経
過を知ることができ、不正行為の防止をより効果的なものとすることができる。
【０１５７】
　〔第３実施例〕
　次に、本発明の第３実施例を図１０及び図１２を用いて説明する。
【０１５８】
　第３実施例では、第１実施例で用いた図２の電気ブロック図の代わりに図１０に示す電
気ブロック図を使用する。
【０１５９】
　なお、第３実施例では、始動レバー８が操作された後、遊技の結果が得られるまでに主
制御装置４０で実行される遊技の処理は、従来技術と同様であり、詳細な説明は割愛する
。この点は、第１実施例も同様である。
【０１６０】
　図１０に示すように、第３実施例では、主制御装置４０と枠制御装置５０とを双方向通
信可能な構成とし、第１実施例のベットボタン７を主制御装置４０に接続する。また、第
１実施例では枠制御装置５０に接続されたベット指示ランプ７２は、第２実施例では使用
しない。また、第１実施例では主制御装置４０に接続されたベット認識受光部８１は、第
２実施例では使用しない。その他の構成は第１実施例と同様であり、第１実施例と同じ番
号（符号）を付したスイッチや装置は同じ働きをする。尚、ベット指示ランプ７２及びベ
ット認識受光部８１を有しないので、それに関する図８及び図９等に示される処理は、行
われない。ベットボタン７の操作に基づくベット数の検出は、従来技術と同様である。こ
れらの点は、第４実施例も同様である。
【０１６１】
　また、第３実施例においても、確率設定及びレート設定が行われることや、設定された
確率を示すデータを枠制御装置５０に送信すること等は、第１実施例と同様である。この
点は、第４実施例も同様である。
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【０１６２】
　第３実施例では、ベットボタン７が操作されれば、ベット数を示す信号が枠制御装置５
０に送信される。ベット数を示す信号を受信すると枠制御装置５０はベット数に対応する
数を記憶する持コイン数から減算する処理を行う。入賞があれば、主制御装置４０は、獲
得したコイン数を枠制御装置５０に送信する。枠制御装置５０は受信したコイン数を持コ
イン数に加算する処理を行う。この加算処理は、第１実施例と同様である。尚、ベット数
を示す信号は、始動レバー８が操作されたときに当該ゲームのベット数を送信するよう構
成しても良い。この場合、主制御装置４０は、ベット数表示装置４３にベット数を表示し
、始動レバー８が操作された後、又は全ての回胴４が停止し後、表示されたベット数を消
去することが考えられる。
【０１６３】
　持コイン数が零の場合、又はベット数が持コイン数を超える場合には、遊技を行うこと
はできないが、その判断は主制御装置４０又は枠制御装置５０で行うことになる。双方向
通信なので、枠制御装置５０が判断して判断結果を主制御装置４０に送信しても良く、枠
制御装置５０が持コイン数を主制御装置４０に送信することにより、主制御装置が判断す
る構成でも良い。
【０１６４】
　枠制御装置５０で判断する構成の場合、ベットボタン７が操作されたときに枠制御装置
５０がベット数を受信して持コイン数を減算し、始動レバー８が操作されたときに減算し
た持コイン数を確定する構成が好適である。
【０１６５】
　尚、ベットボタン７が操作された後、始動レバー８が操作される前に、再ベットボタン
が操作されれば、既に入力されたベット数が取り消され新たにベットボタン７の操作を有
効とする。枠制御装置５０は、既に入力されたベット数を持コイン数に加算し、再操作さ
れるベット数を減算する。尚、本実施例の再ベットボタンは、主制御装置４０に接続され
る。
【０１６６】
　持コイン数がベット数未満であることを枠制御基板５０で判断する構成の場合、持コイ
ン数がベット数以上との判断結果を主制御基板４０に送信した後、遊技の結果を枠制御基
板に送信するまでの遊技期間中（以下、単に「１回遊技期間中」と呼ぶ。）は、主制御基
板４０は枠制御基板５０からのデータ受信を禁止する。禁止する方法としては、１回遊技
期間中、主制御基板４０は枠制御基板５０からのデータ受信をしないプログラムを組むこ
とにより具現化しても良く、１回遊技期間中、受信データを無効とすることにより具現化
しても良い。
【０１６７】
　１回遊技期間中は、主制御基板４０は、始動レバー８が操作されたこと、各停止ストッ
プボタンが操作されたこと又は自動停止したこと、を知らせる信号を枠制御装置５０に送
信しても良い。尚、これらの信号を枠制御装置５０が受信したことを知らせる信号を主制
御装置４０は受信可能としても良い。
【０１６８】
　尚、１回遊技期間中を、持コイン数がベット数以上との判断結果を主制御基板４０が受
信した後とせず、始動レバー８が操作された後としても良い。
【０１６９】
　持コイン数がベット数未満と判断された場合は、再ベットボタンを操作することにより
持コイン数をベット以上とするか、貸出スイッチ６８を操作して持コイン数を増加させれ
ば良い。
【０１７０】
　持コイン数がベット数未満であることを主制御基板４０で判断する構成の場合、持コイ
ン数の管理を枠制御装置５０ばかりでなく主制御装置４０で行うことになる。
【０１７１】
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　この場合は、始動レバー８が操作された後から遊技結果を枠制御装置５０に送信するま
での間を１回遊技期間中とし、この期間中は枠制御装置５０からのデータ受信を行わない
構成とすることが考えられる。
【０１７２】
　枠制御装置５０は、遊技の結果に従って持コイン数を加算する。
【０１７３】
　また、枠制御装置５０は、ベット数を知らせる信号を受信した後、又は始動レバー８を
操作したことを知らせる信号を受信した後、遊技の結果を受信するまでの間は、ＲＡＭ５
０ａの持コイン数記憶領域に記憶した持コイン数を加減算することなく保護する。
【０１７４】
　前述した第３実施例における主制御装置４０が行う「データ入力処理」の一例を示した
のが、図１１のフローチャートである。この図１１に示す処理は定期的に実行される。
【０１７５】
　図１１に示す処理に移行すると、先ず、通信禁止フラグＦｇが零であるか否か判断され
る（Ｓ５００）。フラグＦｇが零との肯定判断が為されると、フラグＦｇが零となってか
らベット数を枠制御基板５０に送信したか否か判断され（Ｓ５１０）、肯定判断されると
フラグＦｇが立てられ（Ｆｇ＝「１」とする）（Ｓ５２０）、処理は「リターン」に抜け
る。
【０１７６】
　Ｓ５１０で否定判断されると、主制御装置４０は枠制御装置５０からの入力ポートを読
み込み、データが送信されていればデータを受信し（Ｓ５３０）、処理は「リターン」に
抜ける。
【０１７７】
　一方、Ｓ５００でフラグＦｇが零でないとの否定判断が為されると、フラグＦｇが「１
」となってから遊技結果を枠制御基板５０に送信したか否か判断され（Ｓ５４０）、肯定
判断されるとフラグＦｇを下した後（Ｆｇを零とする）（Ｓ５５０）、否定判断されると
フラグＦｇを零としたまま、処理はリターンに抜ける。
【０１７８】
　図１１に示す処理を実行することにより、主制御装置４０は枠制御装置５０にベット数
を送信した後から、枠制御装置５０に遊技結果を送信するまでの間は、枠制御装置からの
送信されるデータを受信しない。
【０１７９】
　この間、主制御装置４０から枠制御装置５０に始動レバー８が操作されたこと、停止ボ
タン９Ｌ～９Ｒが操作されたこと、又は位置検出センサ４１により３つのリール（回胴）
４が停止したこと、等を知らせる信号を送信する。枠制御装置５０は、図１１の処理に拘
わらず、これらの信号を受信したことを知らせる信号を主制御装置４０に返しても良い。
【０１８０】
　第３実施例では、主制御装置４０と枠制御装置５０との間を双方向通信として構成する
が、１回遊技期間中は枠制御装置５０は主制御装置４０にデータを送信することができな
い。これにより、ベットボタン７を主制御装置４０に接続する構成であり、且つ持コイン
数の管理を枠制御装置５０で行う構成でありながら、主制御装置４０に対する不正行為を
抑制することができる効果を発揮する。
【０１８１】
　第３実施例では、ベット数を知らせる信号を受信した後、又は始動レバー８を操作した
ことを知らせる信号を受信した後、遊技の結果を受信するまでの間は、枠制御装置５０は
ＲＡＭ５０ａの持コイン数記憶領域に記憶した持コイン数を加減算することなく保護する
ことができる。
【０１８２】
　これにより、枠制御装置５０に対して持コイン数を不正に増加させようとする行為を防
止することができる。
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【０１８３】
　また、ベット数を知らせる信号を送信した後、又は始動レバー８を操作したことを知ら
せる信号を送信した後から、遊技の結果を知らせる信号を送信するまでの間は、主制御基
板４０は枠制御基板５０からのデータ受信を行わないので、双方向通信でありながら枠制
御基板５０を介しての主制御基板４０への不正行為を防止する効果を発揮する。
〔第４実施例〕
　図１２及び図１３を用いて第４実施例を説明する。
【０１８４】
　第４実施例は、ベットボタン７を枠制御基板５０に備え、その他の構成は第３実施例と
同様とする。即ち、主制御装置４０と枠制御装置５０とは、双方向通信可能な構成とする
。
双方向通信なので、枠制御基板５０が検出するベットボタン７が操作されたことによるベ
ット数は、主制御基板４０に送信される。
【０１８５】
　第４実施例は、主制御装置４０と枠制御装置５０との通信タイミングを第２実施例と同
様に限定する。
【０１８６】
　ＣＲユニット５６にＩＣカードが挿入され、ユニット表示装置５７を操作すれば、操作
に対応した持コイン数が枠制御装置５０に記憶される。このとき、操作に対応した持コイ
ン数に相当する金額がＩＣカードから減額される。または操作に対応した持コイン数がＩ
Ｃカードから減算される。
【０１８７】
　ユニット表示装置５７を操作して持コイン数が持コイン数表示装置５１に表示されれば
、遊技者はベットボタン７を操作することが可能となる。ベットボタン７が操作された後
、主制御装置４０から遊技結果が送信されるまでの間は、ベットボタン７の操作はできな
い。操作されても枠制御装置５０は受け付けない。但し、前述したように、ベットボタン
７が操作された後、始動レバー８が操作される前に、再ベットボタンが操作されれば再び
ベットボタン７は操作可能となる。そして、ベットボタン７の操作が受け付けられれば、
操作されたベットボタン７に対応するベット数が持コイン数から減算される。尚、本実施
例の再ベットボタンは、枠制御装置５０に接続される。
【０１８８】
　ベットボタン７が操作されると、枠制御装置５０はベット数を知らせる信号を主制御装
置４０に送信する。ベット数を受信すると、主制御装置４０はベット数表示装置４３にベ
ット数を表示する、または表示窓２にベット数に応じた有効ラインを表示する。その後、
主制御装置４０は始動レバー８の操作を受け付け可能とする。
【０１８９】
　ベット数を知らせる信号を主制御装置４０に送信すると、枠制御装置５０はベットボタ
ン７の操作を受け付け不可とする。
【０１９０】
　遊技者により始動レバー８が操作されれば、停止ボタン９の操作が有効となり、停止ボ
タン９が操作されることにより遊技の結果が表示される。停止ボタン９が所定時間内に操
作されない場合は、自動停止され遊技の結果が表示される。
【０１９１】
　始動レバー８が操作された後、遊技の結果が表示されるまでの間は、遊技中でありその
旨を知らせる信号が主制御装置４０から枠制御装置５０に送信される。主制御装置４０か
ら枠制御装置５０に送信する信号としては、始動レバー８が操作されたことを知らせる信
号を枠制御装置５０に送信し、その後、遊技の結果を知らせる信号を送信する構成や、遊
技の結果を知らせる信号を送信するまでの間、定期的に遊技中である旨を知らせる信号を
送信する構成等が考えられる。
【０１９２】
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　これにより、枠制御装置５０は、ベット数を知らせる信号を送信したときから、遊技の
結果を受信するまでの間は、記憶した持コイン数を加減算することなく保護することがで
きる。言い換えると、枠制御装置５０は、少なくともベット数を知らせる信号を送信して
から遊技の結果を受信するまでの間に持コイン数の加算する処理を実行することがなく、
枠制御装置５０に対して持コイン数を不正に増加させようとする行為を防止することがで
きる。
【０１９３】
　遊技の結果を受信した枠制御装置５０は、遊技の結果に応じて持コイン数を加算処理す
る。この際にも、主制御装置４０から遊技の結果を受信することなく枠制御装置５０が持
コイン数を増加させることを防止することができる。その後、枠制御装置５０は、ベット
ボタン７の操作受付可能とする。
【０１９４】
　前述した第４実施例における主制御装置４０が行う「データ入力処理」の一例を示した
のが、図１３のフローチャートである。この図１３に示す処理は定期的に実行される。
【０１９５】
　図１３に示す「データ入力処理」は、図１１に示す「データ入力処理」のＳ５１０の替
りにＳ５１５を実行するが、同じステップ番号で示す処理は図１１に示す「データ入力処
理」と同じ処理を行う。
【０１９６】
　図１３に示す「データ入力処理」のＳ５１５では、フラグＦｇが零となってから枠制御
装置５０からベット数を受信したか否か判断され、肯定判断されるとフラグＦｇが立てら
れ、否定判断されると枠制御装置５０から送信されるデータが読み込まれる。
【０１９７】
　図１３に示す処理を実行することにより、主制御装置４０は枠制御装置５０からベット
数を受信した後から、枠制御装置５０に遊技結果を送信するまでの間は、枠制御装置から
の送信されるデータを受信しない。
【０１９８】
　この間、主制御装置４０から枠制御装置５０に始動レバー８が操作されたこと、停止ボ
タン９Ｌ～９Ｒが操作されたこと、又は位置検出センサ４１により３つのリール（回胴）
４が停止したこと、等を知らせる信号を送信する。枠制御装置５０は、図１１の処理に拘
わらず、これらの信号を受信したことを知らせる信号を主制御装置４０に返しても良い。
【０１９９】
　第４実施例では、第１実施例と同様、枠制御基板５０において持コイン数の一括管理を
行う効果の他、次の効果を得ることができる。即ち、枠制御装置５０は、ベットボタン７
の操作受付期間を、遊技の結果を受信した後からに限定するので、ベットボタン７に関す
る不正行為を未然に防止する効果を発揮する。
【０２００】
　また、主制御装置４０は、ベット数を知らせる信号を受信したときから、遊技の結果を
枠制御装置５０に送信するまでの間、枠制御装置５０からの受信を禁止することができる
。
これにより、双方向通信の構成であり、枠制御基板５０で持コイン数の管理を一括して行
う構成でありながら、主制御装置４０に対する不正行為を抑制することができる。
【０２０１】
　さらに、ベット数を知らせる信号を送信した後から遊技の結果を受信するまでの間は、
枠制御装置５０はＲＡＭ５０ａの持コイン数記憶領域への書き込みを防止し、持コイン数
の改竄等の不正行為を防止することが可能となる。
【０２０２】
　なお、始動レバー８が操作された後、遊技の結果が得られるまでの間に、各停止ボタン
９Ｌ、９Ｃ、９Ｒが操作されたことを知らせる信号を枠制御装置５０に送信しても良い。
また、各リール４Ｌ、４Ｃ、４Ｒが自動停止した場合には、これを知らせる信号を送信し
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ても良い。これにより、枠制御装置５０は、主制御装置４０により遊技が進行している経
過を知ることができ、不正行為の防止をより効果的なものとすることができる。
【０２０３】
　尚、第２実施例～第４実施例においても、ＣＲユニット５６は、枠制御装置５０からの
レート許可信号を受信してコインの単価であるレート変更を行う。枠制御装置がレート許
可信号を出力する条件に主制御装置４０で設定する当選確率の値は関係しない。
【０２０４】
　これにより、第１実施例と同様、パチンコホールは、同一機種の回胴式遊技機１であっ
ても同じレートで異なる当選確率の遊技機を、同じ当選確率であっても異なるレートの遊
技機１を提供することができる。
【０２０５】
　レートを遊技者が選択できる場合には、遊技者は低いレートを選択して遊技を行い、遊
技の結果により当選確率を予想して高いレートに変更することが可能となる。逆に高いレ
ートを選択し、その後に低いレートに変更して遊技を長時間楽しむことも可能となる。
【０２０６】
　また、第２実施例～第４実施例においても、設定された当選確率に応じてレートの選択
幅が変更しないので、設定された当選確率が選択されたレートから判別されることがない
効果も有する。
【０２０７】
　第２実施例は、第１実施例と同様、主制御装置４０から枠制御装置５０にのみ送信でき
る一方向通信でありながら、枠制御装置５０がＲＡＭ５０ａの持コイン数記憶領域に書き
込む期間が限定されている。これにより、ＲＡＭ５０ａの持コイン数記憶領域に対する改
竄等の不正行為防止に対する効果が顕著である。
【０２０８】
　一方、第３実施例又は第４実施例は、第１実施例又は第２実施例と相違し、主制御装置
４０と枠制御装置５０との間は、双方向通信の構成であるが、主制御装置４０が枠制御装
置５０から受信できる期間は限定されている。これにより、枠制御装置５０を介して外部
から主制御装置４０に対する不正行為を未然に防止できる効果も期待できる。
【０２０９】
　更に、第３実施例又は第４実施例は、第２実施例と同様、ＲＡＭ５０ａの持コイン数記
憶領域に書き込む期間が限定されているので、ＲＡＭ５０ａの持コイン数記憶領域に対す
る改竄等の不正行為防止に対する効果が顕著である。
〔他の実施例１〕
　前述した第１実施例から第４実施例においては、レート設定（変更）は遊技者が行う構
成ではあるが、ホールの関係者が行うことができる構成でも良い。例えば、電源投入時に
設定変更スイッチ８１及びクリアスイッチ８２がオン状態であれば当選確率を設定変更で
き、その後、持コインクリアスイッチ７７をオン操作すれば、図５（ｂ）に示す画像を表
示することにより、レート変更できる構成が考えられる。
【０２１０】
　レート設定をホールの関係者が行う構成の場合、レート設定も主制御装置４０で行い、
変更されたレートを枠制御装置５０を介してＣＲユニット５６に送信し、ＣＲユニット５
６は受信したレートに従ってコイン貸しを行う構成が考えられる。
〔他の実施例２〕
　更に、第１実施例から第４実施例においては、持コイン数が零であることを1つの条件
としてレート変更可能としたが、レート変更前の遊技が終了していればＲＡＭ５０ａが記
憶する持コイン数が零でなくともレート変更可能とする構成でも良い。
【０２１１】
　この場合には、ＣＲユニットにおいてレート変更すれば、変更したレートを示すデータ
を枠制御装置５０に出力し、当該データを受信した枠制御装置５０はＲＡＭ５０ａの持コ
イン数記憶領域に記憶する持コイン数を変更後のレートの持コイン数に換算し、換算した
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【０２１２】
　レート変更前の遊技が終了しているか否かは、主制御装置４０が判断して枠制御装置５
０に終了している旨の信号を出力する構成、又は主制御装置から遊技状態を受信している
枠制御装置が判断する構成が考えられる。
【０２１３】
　レート変更前の遊技が終了していることは、遊技結果を送信（受信）したことの他、当
選遊技中でないこと、内部当選遊技中でないこと、高確率遊技中でないこと、ＲＴ（ＡＲ
Ｔ含む）遊技中でないこと、回胴（演出図柄含む）が変動中でないこと、又は入賞処理が
終了していること等、回胴式遊技機の種類に応じて判断すれば良い。
【０２１４】
　但し、他の実施例２においては、レート変更と同時に当否確率（当選確率）が変更され
ていないことを条件に追加するのが好適である。これは、遊技により獲得する持コイン数
は当否確率に左右されるので、当否確率が同一でないのに持コイン数をレートに応じて変
更すれば、データ分析の正確性を損なう虞があるからである。
【０２１５】
　従って、レート変更と同時に当否確率も設定変更する場合には、レート変更前の持コイ
ン数をＣＲユニット５６に移動させてＲＡＭ５０ａに記憶する持コイン数を零にすれば良
い。ＣＲユニット５６が変更前の当否確率を記憶していなければ、ＣＲユニット５６に移
動させる持コイン数に設定変更前の当否確率を示すデータを付加すれば良い。
〔特許請求の範囲との対応〕
　主制御装置４０が主制御基板、ＣＲユニット５６がカードユニット、枠制御装置５０が
枠制御基板、始動レバー８が始動レバー（スイッチ）、停止ボタン９Ｌ～９Ｒが回胴停止
ボタン（スイッチ）、ベットボタン７がベットスイッチ、の一例に該当する。
【符号の説明】
【０２１６】
１　回胴式遊技機
７　ベットボタン
８　始動レバー
９Ｌ、９Ｃ、９Ｒ　停止ボタン
４０　主制御装置
５０　枠制御装置
５６　ＣＲユニット（カードユニット）
６９　返却スイッチ（持ち遊技媒体数返却スイッチ）
７５　レート設定スイッチ
７７　持コインクリアスイッチ
８１　設定変更スイッチ
８２　クリアスイッチ
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